
 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 

住 宅 局 関 係 予 算 決 定 概 要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１２月 

国 土 交 通 省 住 宅 局 



～ 目  次 ～ 

 

 

（頁） 

１．住宅局関係予算総括表・・・・・・・・・・・ １ 

 

２．財政投融資等・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

３．新規制度等・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

○ 新規制度等参考資料・・・・・・・・・・・・ ５ 



１．住宅局関係予算総括表

（単位：百万円）

平成２６年度 前 年 度 対 前 年 度

予 算 額 予 算 額 倍 率

（A） （B） （A／B）

(156,432) (152,696) (1.02)

154,296 19,500 152,696 1.01

8,780 0 8,809 1.00

1,500 1,500 0 皆増

113,049 18,000 96,859 1.17

うち 災害時拠点強靱化緊急促進事業 3,000 3,000 0 皆増

うち 地 域 居 住 機 能 再 生 推 進 事 業 14,000 10,000 3,000 4.67

うち 耐 震 対 策 緊 急 促 進 事 業 20,000 1,000 10,000 2.00

うち スマートウェルネス住宅等推進事業 34,000 4,000 34,000 1.00

うち 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業 10,000 0 10,000 1.00

うち 地域における木造住宅生産体制強化事業 9,000 0 9,000 1.00

3,000 0 0 皆増

事 項 備 考うち「新しい日本のた
めの優先課題推進枠」

住 宅 対 策

公 的 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策

公 営 住 宅 整 備 費 等 補 助

住 宅 市 街 地 総 合 整 備

都 市 再 生 機 構

１．本表のほか、社会資本整

備総合交付金等がある。

2．本表のほか、東日本大震

災からの復旧・復興対策に係

る経費（平成26年度）として、

1,107百万円がある。

3．計数は、整理の結果異動

することがある。

4．上段（ ）書きは、平成26

年度の計数に社会資本整備

事業特別会計の廃止に伴う

影響額を加算した計数である。

27,517 0 46,434 0.59

450 0 594 0.76

(7,468) (3,904) (1.91)

6,461 2,000 3,904 1.65

うち 都 市 機 能 立 地 支 援 事 業 2,000 2,000 0 皆増

うち 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 4,461 0 3,889 1.15

100 0 100 1.00

(164,000) (156,700) (1.05)

160,857 21,500 156,700 1.03

24,235 3,069 25,336 0.96

うち 環 境 ・ ス ト ッ ク 活 用 推 進 事 業 17,609 3,069 17,144 1.03

(188,235) (182,036) (1.03)

185,092 24,569 182,036 1.02

都 市 環 境 整 備

住 宅 金 融 支 援 機 構

住 宅 建 設 事 業 調 査 費 等

再　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

災 害 復 旧 等

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

住 宅 市 場 整 備 他局計上分を含む。
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２．財政投融資等

（単位：百万円）

前年度(A) 平成26年度(B) 比較増△減額 倍率(B/A)

2,614,107 2,658,791 44,684 1.02

財政融資資金 264,000 228,000 △ 36,000 0.86

自己資金等 2,350,107 2,430,791 80,684 1.03

1,402,421 1,522,968 120,547 1.09

財政融資資金 491,000 556,100 65,100 1.13

自己資金等 911,421 966,868 55,447 1.06

4,016,528 4,181,759 165,231 1.04

財政融資資金 755,000 784,100 29,100 1.04

自己資金等 3,261,528 3,397,659 136,131 1.04

（注）１．自己資金等には、（独）住宅金融支援機構20,720億円、（独）都市再生機構800億円

　の財投機関債を含む。

２．（独）住宅金融支援機構における自己資金等は、証券化支援事業における買取実績・

　市場金利等の動向により変動する可能性がある。

３．（独）都市再生機構は、都市再生勘定に係る業務分である。

４．（独）都市再生機構は、このほかに宅地造成等経過勘定に係る業務分として、

　債券1,600億円がある。

区　　　　　　　分

合　　　　　計

（ 独 ） 都 市 再 生 機 構

（独）住宅金融支援機構
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３．新規制度等 

 
 
 
 
（１）耐震対策緊急促進事業の拡充 

（長周期地震動対策緊急促進事業の創設等） 

 
改正耐震改修促進法において耐震診断の義務付け対象となる建築物について重点的

かつ緊急的に耐震化の促進を図るとともに、既設の超高層マンション等の安全性を確

保するため、今後想定される長周期地震動を踏まえた制震改修等に対する支援を追加

する。 
 
（２）災害時拠点強靱化緊急促進事業の創設 

 

南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害に備え、大量に発生する帰宅困難者

や負傷者への対応能力を都市機能として事前に確保するため、これらの者を受入れ可

能な拠点施設について、重点的かつ緊急的な整備の促進を図る。 

 

（３）公的賃貸住宅長寿命化モデル事業の創設 

 

老朽化が進む昭和40年代に建設された公的賃貸住宅について、最新の建築技術を踏

まえた長寿命化改修の先導的な取組みに対して支援する仕組みを創設する。 

 

（４）老朽化マンションの建替え等の促進支援 

 

今後増加することが見込まれる老朽化マンションの建替えを含めた再生事業が円滑

に進むよう、マンションの再生事業に対する支援を強化するとともに、専門家による

相談体制等を整備する。 

 
 

 
 
（１）スマートウェルネス住宅等推進事業の創設 

 

高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世代が交流し、安心して健康に暮らすこと

ができる「スマートウェルネス住宅」を実現するため、サービス付き高齢者向け住宅

の整備、住宅団地等における併設施設の整備、高齢者、障害者、子育て世帯の居住の

安定確保・健康維持増進に係る先導的な住まいづくりの取組みを支援する「スマート

ウェルネス住宅等推進事業」を創設する。 

Ⅰ．国民の安全・安心の確保 

参考資料 １ 

参考資料 ３ 

参考資料 ５ 

Ⅱ．地域の活性化と豊かな暮らしの実現 

参考資料 ４ 

参考資料 ２ 
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（２）地域居住機能再生推進事業の拡充 

 

地方公共団体や地方住宅供給公社、民間事業者等が連携し、居住機能の集約化とあ

わせ、子育て支援施設や福祉施設等の整備を進める地域居住機能再生推進事業につい

て、団地規模の要件を緩和する（概ね1,000戸⇒300戸）。 

 

（３）都市機能立地支援事業の創設 

 

まちの活力の維持・増進（都市の再興）、持続可能な都市構造への再構築の実現を図

るため、まちの拠点となるエリアにおいて、都市の生活を支える機能（医療・福祉・

子育て支援・教育文化・商業）を整備する民間事業者に対して、地方公共団体が市役

所・学校跡地等の公的不動産の提供等の支援を行う場合、国が民間事業者に直接支援

する新たな補助制度を創設する。 

 

 
 
（１）長期優良化リフォーム推進事業の実施 

 

「作っては壊す」から、「ストックをきちんと手入れして長く大切に使う」社会への

転換を図るため、 劣化対策・省エネ性能の向上等、住宅ストックの質の向上を図る長

期優良住宅化リフォームに対する支援を行う。 

 

（２）優良住宅整備促進事業（フラット３５Ｓ）の実施 

 
優良な住宅の取得を支援するため、住宅金融支援機構のフラット３５について、耐

震性や省エネルギー性等に優れた住宅を取得する場合に、金利を０．３％引き下げる

フラット３５S を引き続き実施する。 
 
 
 

Ⅲ．中古住宅流通・リフォーム促進等の住宅市場活性化 

参考資料 ７ 

参考資料 ６ 

参考資料 ８ 

参考資料 ９ 
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１．目 的 

改正耐震改修促進法において耐震診断の義務付け対象となる建築物につ

いて重点的かつ緊急的に耐震化の促進を図るとともに、既設の超高層マン

ション等の安全性を確保するため、今後想定される長周期地震動を踏まえ

た制震改修等に対する支援を追加する。 
 

２．内 容 

 
（１）耐震対策緊急促進事業の予算額の増額 

国費：２００億円（前年度１００億円） 

（２）長周期地震動対策緊急促進事業の創設 

① 事 業 内 容： 

長周期地震動対策に関する詳細診断並びに制震改修等に係る設計及び

工事に対して支援する。 

② 事 業 主 体： 

民間事業者等 

③ 補 助 対 象： 

長周期地震動に対して安全性が確保されていないおそれのある超高層

建築物等のうち、マンションを含む区分所有建物である建築物 
④ 補 助 率：  

・詳細診断への補助：[通常]国費１／３→ [緊急支援]国費１／２ 

・改修設計への補助：[通常]国費１／３→ [緊急支援]国費１／２ 

・改修工事への補助：[通常]国費１１．５%、１／３ 

→ [緊急支援]国費１／３、２／５ 

（通常の社会資本整備総合交付金等による国費分を含む助成率） 

（上記のほか、社会資本整備総合交付金等を活用した既存の補助制度が

ない地方公共団体の区域においても一定の支援） 

⑤ 補 助 期 限： 

平成３１年３月３１日までに交付対象事業に着手するもの 

参考資料１

耐震対策緊急促進事業の拡充 

（長周期地震動対策緊急促進事業の創設等） 

住宅局 建築指導課 企画専門官 前田 亮 （内線 39-532） 

住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室 

企画専門官 島田和明 （内線 39-663） 
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１．目 的 

南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害に備え、大量に発生する

帰宅困難者や負傷者への対応能力を都市機能として事前に確保するため、

これらの者を受入れ可能な拠点施設について、重点的かつ緊急的な整備の

促進を図る。 
 

２．内 容 

（１）対象施設 

① 一時滞在施設：主要な駅の周辺にあるオフィスビル、学校等で、帰宅困

難者の受入れに関し、地方公共団体と協定を締結するもの 

② 災害拠点病院：都道府県知事が指定するもので、全国を対象 
 

（２）補助対象 

帰宅困難者等を受け入れるために必要となる、受入スペース、備蓄倉庫、 

設備（自家発電、蓄電池、防災井戸、マンホールトイレ等） 
 

（３）補助率等 

補助対象施設・設備の整備費用のうち、帰宅困難者等を受け入れるために

付加的に必要となる掛かり増し費用について、民間事業者の負担を求めず、

国と地方公共団体が負担することとする。 

・民間事業者が整備主体の場合   国 ２／３、地方公共団体 １／３ 

・地方公共団体が整備主体の場合  国 １／２、地方公共団体 １／２ 
 

（４）期  限 

平成３１年３月３１日までに事業に着手したもの 

 
 

参考資料２

災害時拠点強靱化緊急促進事業の創設 

住宅局 市街地建築課 企画専門官 村上 慶裕（内線 39-602）
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１．目 的 

○ 公的賃貸住宅のストックについて、長期にわたり維持・活用していくこと

を目的に、最新の建築技術を踏まえた長寿命化対策を行う先導的な取組みに

対して支援する。 
 

２．内 容 
 

（１） 事 業 内 容： 

 公営住宅、改良住宅、ＵＲ住宅、公社住宅の既存ストックを長寿命化するた

めの先導的取り組みであって、学識経験者・実務者等からなる審査委員会によ

り、新規性や汎用性の観点から評価されたもの。 

 

（２） 事 業 主 体： 

地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社 

 

（３） 補 助 率： 

 公営住宅、改良住宅 …国２／３、地方公共団体１／３ 

 ＵＲ住宅      …国１／２、ＵＲ１／２ 

 公社住宅      …国１／４、公社３／４ 

 

（４） 補 助 対 象： 

  長寿命化に関して先導的な取り組みを有する公的賃貸住宅の改修事業費 

※ただし、対象上限額を戸当たり 1,000 万円とする。 

※地方住宅供給公社が供給主体の場合は、地域優良賃貸住宅の認定を受け

たものに限る。 

 

 

 

参考資料３

公的賃貸住宅長寿命化モデル事業の創設 

住宅局 住宅総合整備課 課長補佐 高橋 宏幸 （内線 39-843）
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１．目 的 

 今後増加することが見込まれる老朽化マンションの建替えを含めた再生

事業が円滑に進むよう、マンションの再生事業に対する支援を強化すると

ともに、専門家による相談体制等を整備する。 

 

２．内 容 

 （１）マンションの再生事業に対する支援の強化 

①老朽化マンションの再生の円滑化を図るため、認定建物敷地売却（新制

度）によるマンション建替え等の再生の取組みを、以下の事業の対象に

追加する。 

・優良建築物等整備事業（優良再開発型マンション建替えタイプ） 

・民間再開発促進基金の債務保証事業 

・都市再生住宅等整備事業 

 

②マンションストックの耐震改修等の取組みを支援する既存ストック再

生型優良建築物等整備事業の時限措置を平成２７年度末まで延長する。 

 

（２）マンション管理適正化・再生推進事業の拡充 

  老朽化マンションの建替え等の専門家による相談体制等の整備をマンシ

ョン管理適正化・再生推進事業の支援対象事業に追加する。 

※補助額は、定額補助（１事業主体あたり限度額 2,000 万円／年）とする。 

 

 

  

参考資料４

老朽化マンションの建替え等の促進支援 

住宅局 市街地建築課       企画専門官 村上 慶裕（内線 39-602）[2(1)]

市街地建築課マンション政策室  課長補佐  竹村 好史（内線 39-684）[2(2)]
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１．目 的 

高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世代が交流し、安心して健康に

暮らすことができる「スマートウェルネス住宅」を実現するため、「スマー

トウェルネス住宅等推進事業」を創設する。 

 

２．内 容 

（１）サービス付き高齢者向け住宅整備事業 

○ 事 業 内 容： 

「サービス付き高齢者向け住宅」の供給促進のため、整備費に対して、

国が民間事業者等に補助を行う。 

 

○ 事 業 主 体：民間事業者等 

○ 補助対象、補助率： 

1)サービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設の建設・買取費  

    〔補助率〕  1/10  

〔補助限度額〕住宅 100 万円／戸 

高齢者生活支援施設 1,000 万円／施設 

2)共同住宅の共用部分、加齢対応構造等及び高齢者生活支援施設の改良に

よる整備費 

〔補助率〕1/3 

〔補助限度額〕住宅        100 万円／戸 

高齢者生活支援施設 1,000 万円／施設 

 

（２）スマートウェルネス拠点整備事業 

○ 事 業 内 容： 

高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定確保や地域住民の健康の

維持・増進、多様な世代の交流促進、地域コミュニティ活動の活性化等

の取組みに関する計画（スマートウェルネス計画）に基づき、住宅団地

参考資料５

スマートウェルネス住宅等推進事業の創設 

住宅局 安心居住推進課 企画専門官 江田 （内線 39-853） 
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等における併設施設※の整備費に対して、国が民間事業者等に補助を行う。 

※高齢者生活支援施設、障害者福祉施設、子育て支援施設 

 

○ 事 業 主 体：民間事業者等 

○ 補助対象、補助率： 

「スマートウェルネス計画」に定められた併設施設の整備費     

〔補助率〕 建設・買取・改良 1/3 

〔補助限度額〕1,000 万円／施設 

 

 

（３）スマートウェルネス住宅等推進モデル事業 

○ 事 業 内 容： 

高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保及び健康の維持・増進

に資する先導的な事業として選定されるものに対し補助を行う。 

 

○ 事 業 主 体：民間事業者等 

 

○ 補助対象、補助率： 

1)調査設計計画費   〔補助率〕 2/3 

2)建設工事費     〔補助率〕 建設・買取 1/10 改良 2/3 

3)技術の検証費    〔補助率〕 2/3 

4)情報提供及び普及費 〔補助率〕 2/3 

 

 

 

 
  

介護・医療・生活支援・予防
サービスの地域への展開

ICTを 活用した見守りや生活支援
高齢者・子育て支援、
農作業等の生きがい就労

在宅介護・看護・
医療サービスの提供

公的賃貸住宅団地建替え、既存ストッ
ク活用等により医療・看護・介護や子育
て支援・多世代交流の拠点整備

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け
住宅等の整備

＜スマートウェルネス住宅の実現＞
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１．目 的 
 
 高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世代が交流し、安心して健康に暮

らすことができる住宅・まちづくりを実現するため、複数の機能を導入する

場合における団地規模の要件を緩和する。 

 
２．内 容 
○ 拡 充 内 容： 

団地内に複数の高齢者生活支援施設・障害者福祉施設・子育て支援施設を

併設する場合には、地域居住機能再生推進事業の団地規模の要件を概ね 300

戸以上に緩和する。（現行：概ね 1,000 戸以上） 

 

○ 事 業 主 体： 

地方公共団体、地方住宅供給公社、都市再生機構、民間事業者 

 

○ 対 象 事 業： 

① 以下の社会資本整備総合交付金の基幹事業・関連公共施設整備の交付

対象となる事業 

・住宅市街地総合整備事業 

・公営住宅等整備事業、地域優良賃貸住宅整備事業、公営住宅等ストッ

ク総合改善事業、住宅地区改良事業等 

・市街地再開発事業、優良建築物等整備事業 

② スマートウェルネス事業等推進事業又は民間住宅活用型住宅セーフテ

ィネット整備推進事業の補助対象となる事業 

③ 再生促進事業 

 

○ 補 助 率 等： 

①及び② それぞれの事業の補助率、補助限度額に準じる。 

③    地方公共団体：１／２ 

     それ以外  ：国 １／３、地方公共団体 １／３ 

  

参考資料６

地域居住機能再生推進事業の拡充 

住宅局 住宅総合整備課 課長補佐 高橋 宏幸 （内線 39-843）



12 
 

 
 

 

１．目 的 

拡大した市街地において、地方都市を中心とした人口密度の低下により

都市の生活や企業活動を支える機能（医療・福祉・子育て支援・教育文化・

商業）の維持が困難となるおそれがある中、まちの拠点となるエリアへ医

療・福祉等の都市機能を誘導し、まちの活力の維持・増進（都市の再興）、

持続可能な都市構造への再構築を図る必要がある。大都市等においても、

高齢者の急増に伴う福祉等機能へのアクセスを確保するため、当該機能の

適正立地を図る必要がある。 

 

２．内 容 

まちの拠点となるエリアにおいて、都市の生活を支える機能を整備する民

間事業者に対して、地方公共団体が市役所・学校跡地等の公的不動産の提供

等の支援を行う場合、国が民間事業者に直接支援する新たな補助制度を創設

する。 

  

参考資料７

都市機能立地支援事業の創設 

住宅局 市街地建築課 企画専門官 村上 慶裕（内線 39-602） 

まちの拠点の形成に向けて、都市の生活

を支える機能を複合整備 
 

 

 

既存ストックの有効活用を図るため、コン

バージョン(建物の用途の変更)により、都

市の生活を支える機能を整備 

低・未利用地を活用し、土地を有効利用

することにより、都市の生活を支える機

能を整備 
 
 

まちなかに 

低・未利用地が存在 

低・未利用地を活用 

し、教育施設を整備 

民間事業者がスーパー、公共が図書館を 

整備し、官民連携して都市機能を確保 

（一定条件のもとで民間事業者負担を軽減） 

（一定条件のもとで民間事業者負担を軽減） 

人口密度を確保するエリア
まちの拠点となるエリア

まちの拠点となるエリアの外から

の都市機能の移転については、支

援を強化し、民間事業者負担を軽

減 

複数の敷地の集約・整序を行い、土地を

有効利用し、都市の生活を支える機能を

整備（空き家の除却にも活用可） 

 
 

 

細分化された敷地に 

空き家等の建築物が立地 

敷地を集約し、 

医療施設を整備 

（一定条件のもとで民間事業者負担を軽減） 

核テナントが撤退し、 

空きフロアが存在 

既存ストックを活用し、 

子育て支援施設や社会 

福祉施設等を整備 

（一定条件のもとで民間事業者負担を軽減） 
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１．目 的 

既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を図

るため、住宅の長寿命化に資する先導的なリフォームの取り組みについて

支援する。 

 

２．内 容 

 （１）補 助 対 象 

①一定の要件を満たすインスペクションを実施するものであること。 

②リフォーム後に一定以上の耐震性能※を満たすものとすること。 

※現行耐震基準を満たすこと。S56 年以前の住宅にあっては、現行耐震基準を満たす

改修工事を伴うこと。 

③(ⅰ)劣化対策、(ⅱ)耐震性能、(ⅲ)維持管理・更新対策、(ⅳ)省エネ

性能､(ⅴ)バリアフリー性能（共同住宅のみ）に係るリフォームを行う

取り組みで、次の(a)又は(b)の先導的な取り組みを行うものであること。 

 (a) リフォーム後に(ⅰ)から(ⅴ)までのすべての項目について、住

宅の性能向上・長寿命化のための基準※に適合するものであること。 

※各項目の基準案については、別の委員会において策定予定。 

(b) (ⅰ)から(ⅴ)のいずれかの項目についてリフォームを行うとと

もに、その内容に先導性があるもの。 

※学識経験者による委員会により、リフォーム工事の内容や取り組みの先導性に

ついて評価を行った上で案件を決定する予定。 

④リフォーム履歴及び維持保全計画を作成すること。 

 

（２）補 助 率 等 

○ 長期優良化リフォーム工事に要する費用 

補 助 率：１／３ 

補助限度額：③(a)については２００万円／戸、 

③(b)については１００万円／戸 

○ 調査・評価、普及・広報及び事務事業 

定額補助 

参考資料８

長期優良化リフォーム推進事業の実施 

住宅局 住宅生産課 企画専門官 豊嶋太朗 （内線 39-463） 
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１．目 的 

 証券化支援事業（フラット３５）の枠組みを活用し、耐震性や省エネル

ギー性等に優れた住宅を取得する場合にフラット３５の金利を引き下げる

優良住宅整備促進事業（フラット３５Ｓ）を引き続き実施し、優良な住宅

の取得を促進する。 

   
２．内 容 

（１）対象となる住宅 
耐震性、省エネルギー性、バリアフリー性又は耐久性・可変性に優れた住

宅 
（２）金利引下げ期間及び金利引下げ幅  

当初５年間（長期優良住宅等の特に性能が優れた住宅は当初１０年間）の

金利を０．３％引下げ 

 

フラット３５Ｓの金利引下げ措置の内容

5年 10年

▲0.3％

5年

▲0.3％

○ 耐震性等の性能が優れた住宅を取得する場合は、
当初５年間の金利を０．３％引き下げる。

○ 長期優良住宅等の特に優れた住宅を取得する場合は、
当初１０年間の金利を０．３％引き下げる。

耐震性等の性能が優れた住宅

長期優良住宅等の
特に優れた住宅

金利引下げ期間 金利引下げ期間

金
利
引
下
げ
幅

金
利
引
下
げ
幅

参考資料９

優良住宅整備促進事業（フラット３５Ｓ）の実施 

住宅局 総務課 民間事業支援調整室  

企画専門官 成田潤也 （内線 39-713）


